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Ⓑ

Ⓐ

○遺産分割に係る弁護士費用（相続があったことに伴う費
　用のため）
○申告書作成による税理士報酬（所得税の確定申告書作成
　の費用のため）
○住所変更登記費用（転居したことに伴う費用のため）
○抵当権抹消費用
○居住用財産の譲渡の際の引越費用
○相続登記費用

－ 54 －

Ⓑ

Ⓐ

○遺産分割に係る弁護士費用（相続があったことに伴う費
　用のため）
○申告書作成による税理士報酬（所得税の確定申告書作成
　の費用のため）
○住所変更登記費用（転居したことに伴う費用のため）
○抵当権抹消費用
○居住用財産の譲渡の際の引越費用
○相続登記費用

●高水準所得に対する負担適正化措置
土地等の譲渡所得や金融商品の譲渡などの占める割合の高い高所得者は、総合課税の超過累進税率よりも所得税負担率が低下す

るため、令和７年より下記の措置が設けられている。土地の課税譲渡所得金額が10億円（令和９年からは３億３千万円）を超え

たら注意する必要がある。

＜措置の内容＞

①（基準所得金額(※１)－　3.3億円(※２) ）×　22.5％(※３)

② 通常の所得税額（復興税を含む）

①＞②の場合

差額分（①－②）を復興税前の所得税額に追加

（※１）確定申告書に記載する総合課税や分離課税の所得と申告不要とした株式の譲渡所得や配当所得の金額とを合算した金額。

（※２）令和９年以降は1.65億円。

（※３）令和９年以降は30％。
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